
＜説明資料＞

工事関係書類の削減・簡素化等について

編集・発行：島根県土木部技術管理課

【第２版】 令和６年４月１日 以降、公告する工事から適用

受発注者の協議により、発行日以前の発注工事について本書の適用を妨げない
（令和７年３月末まで旧様式による提出も可とする）

この資料は島根県HP(技術管理課)に掲載されています
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工事関係書類の削減・簡素化等について

２．これまでの書類削減・簡素化等（詳細はR4.4．1【第１版】参照）

令和3年度に検討対象とした書類等 １１１件
・書類削減 ４５件 写真の枚数削減、他書式との統合、社印の削除等含む
・書類簡素化 ９件 手順の簡素化、様式を打ち合わせ簿に代替
・書類提出→提示（変更）２件

３．今回（令和5年度に検討）の主な内容 ※国や他県等の削減・簡素化等も参考とした

〇工事（契約）関係書類（特記仕様書を含む）
・様式の一部変更、様式の記載項目省略等による簡素化
・計画工程表兼工事履行報告書を単独化（工事打合せ簿：様式第52号による提出不要）
・道路工事等保安施設記録簿の簡素化、再資源化等報告書の削減 など
〇工事検査に添付する資料について【再掲】
・検査結果は原則、発注者側でまとめる（受注者側での作成・提出は要しない）
・検査時の写真は検査員が臨場していることがわかる写真１枚で可（工区が複数の場合は要確認）

１．これまでの経緯

・令和3年7月災害の復旧工事が、本格化する状況下で受注者の負担軽減が課題となったことから、
その対策の一つとして書類・手続きの簡素化が求められた

・受注者の負担軽減を目指して、令和3年度に書類削減・簡素化等を実施

４．その他

・発注者向けアンケートをR5．9～11に実施（回答数１６１＊重複回答あり）
今後も、引き続き受発注者双方の負担軽減を考慮しながら書類削減・簡素化等に努める 2



書類削減・簡素化等の内容について（Ｒ６）

１．今回対象とした工事（契約）関係書類等

・様式第2号の1 工程表（契約時に提出） 様式第28号に□チェック項目を追加
☑により別途施工計画書の提出時でも可

・様式第12号 請負代金内訳書の提出省略届 様式第28号に□チェック項目を追加
☑により届の提出省略可

・様式第27号 計画工程表兼工事履行報告書 様式一部変更（様式第52号工事打合せ簿の添付不要）
・様式第28号 工事着手届・現場代理人等届 様式一部変更（様式第2号の1、第12号の□項目）
・様式第29号 現場代理人等変更届 様式一部変更（変更理由追加等）
・様式第65号 道路工事等保安施設記録簿 様式一部変更（点検頻度の見直し）
・再資源化報告書（建設リサイクル法特記仕様書） 廃止（書類削減）
・再生資源利用（促進）実施書 提出⇒入力・確認（チェック強化による簡素化）
・参考様式-1,2 工事（部分）完成通知書 様式一部変更（語句の統一）

２．工事検査に関する書類等

・本資料ｐ１５以降の頁参照 検査時写真を必要最小限とする など

３．様式に＜印＞の表示がないものについては、押印不要

・押印があっても書類の受理は可とする（再提出不要）
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様式第２号の１ 

 

年   月   日 

 

（ 発 注 者 名 ） 様 

 

（ 受 注 者 ）   

 

工   程   表 

 

工 事 名 

 

上記工事について契約書第３条第１項にもとづき下記のとおり提出します 

 

記 

費 目 工 種 
〇  月 〇  月 〇  月 

摘   要 
10  20 10  20 10  20 

              

              

              

              

              

              

              

 

 

備考 １．日本工業規格Ａ列４番とする。 

   ２．１ 工程は棒線で記入し、それぞれの日を明示すること。 

       （例３─────12） 

     ２ 着工月日から工期末日迄を記入すること。 

     ３ 応急工事は提出不要とする。 

工程表

様式第２号の１ 

 

年   月   日 

 

（ 発 注 者 名 ） 様 

 

（ 受 注 者 ）   

 

工   程   表 

工 事 名 

上記工事について契約書第３条にもとづき下記のとおり提出します 

 

記 

 

費 目 工 種 
〇  月 〇  月 〇  月 

摘   要 
10  20 10  20 10  20 

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

備考 １．日本工業規格Ａ列４番とする。 

   ２．１ 工程は棒線で記入し、それぞれの日を明示すること。 

       （例３─────12） 

     ２ 着工月日から工期末日迄を記入すること。 

     ３ 応急工事は提出不要とする。 
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様式第２号の１

契約関係書類

契約約款第3条
事務処理規程第22条関係

様式第28号（着手届等）の下部にある☑チェック項目の記載により別途施工計画書の提出時でも可
※従来通りの提出方法も可

契約締結後、７日以内に提出

記載変更
（追加）
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様式第１２号 

 

                                 年  月  日 

 

 

（ 発 注 者 ） 様 

  

 

                               （ 受 注 者 ） 

 

請負代金内訳書の提出省略届 

 

  年  月  日付けで契約した                     工事に

ついて、入札時に提出した工事費内訳書の記載内容に変更がありませんので、契約書第３条第１

項の規定により提出する請負代金内訳書として取り扱ってください。 

 

 

なお、入札時に提出した工事費内訳書に明示していなかった法定福利費相当額は下記のとおり

です。 

 

記 

 

法定福利費相当額       ○○○○○○円 

 

 

 

※なお書き以降は、入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費相当額を明示していなかった場合に記載してく

ださい。（明示していた場合には、なお書き以降は削除して届け出てください。） 

 

 

 

 

 

  

                            

請負代金内訳書の提出省略届

 

参考様式 

 

                                 年  月  日 

 

 

（ 発 注 者 ） 様 

  

 

                               （ 受 注 者 ） 

 

請負代金内訳書の提出省略届 

 

  年  月  日付けで契約した                     工事に

ついて、入札時に提出した工事費内訳書の記載内容に変更がありませんので、契約約款第３条第

１項の規定により提出する請負代金内訳書として取り扱っていただきますようお願いします。 

 

 

なお、入札時に提出した工事費内訳書に明示していなかった法定福利費相当額は下記のとおり

です。 

 

記 

 

法定福利費相当額       ○○○○○○円 

 

 

 

※なお書き以降は、入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費相当額を明示しなかった場合に記載してくださ

い。（明示していた場合は、なお書き以降は削除してください。） 5

様式第１２号

契約約款第3条
事務処理規程第22条関係

様式第28号（着手届等）の下部にある☑チェック項目の記載により提出省略可能
※従来通りの提出方法も可

契約締結後、７日以内に提出

様式第12号

記載変更
（変更）

契約関係書類
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工事着工届 現場代理人等届 契約約款第3条
契約約款10条関係

事務処理規程第22条関係

契約関係書類

記載変更
（追加）

様式第28号 

 

 

 

 

   年   月   日 

（ 発 注 者 名 ） 様 

 

受注者 住 所 

氏 名 

ＴＥＬ 

 

 

工 事 着 工 に つ い て(届) 
現 場 代 理 人 届 
[専任の]主任(専門)技術者届 

 

   年   月   日付け契約に係る下記工事に着手しました（着手します）のでお届けします。 

記 

工 事 名  

道川港名  契  約 年   月   日 

契
約
上 

の
工
期 

着工 年   月   日 

施工位置  

完成 年   月   日 

請負金額               円 工事着手日 

（予定日） 

年   月   日 

区    分 氏    名 生 年 月 日 資 格 区 分 

現 場 代 理 人    

〔専任の〕主任技術者    

専 門 技 術 者    

監 理 技 術 者    

監 理 技 術 者 補 佐    

 

様式２８号
様式第28号 

 

 

 

 

   年   月   日 

（ 発 注 者 名 ） 様 

受注者 住 所 

氏 名 

ＴＥＬ 

 

工 事 着 工 に つ い て(届) 
現 場 代 理 人 届 
[専任の]主任(専門)技術者届 

 

   年   月   日付け契約に係る下記工事に着手しました（着手します）ので届け出ます。 

記 

工 事 名  

道川港名  契  約 年   月   日 

契
約
上 

の
工
期 

着工 年   月   日 

施工位置  

完成 年   月   日 

請負金額               円 工事着手日 

（予定日） 

年   月   日 

区    分 氏    名 生 年 月 日 資 格 区 分 

現 場 代 理 人    

〔専任の〕主任技術者    

専 門 技 術 者    

監 理 技 術 者    

監 理 技 術 者 補 佐    

・以下の項目に該当する場合、チェック☑すること 

 □ 契約書第３条第１項に基づく工程表については、別途施工計画書で提出します 

 □ 入札時に提出した工事内訳書の記載内容に変更がないので、請負代金内訳書として取り扱って 

   ください 

□ 入札時に提出した工事費内訳書に明示していなかった法定福利費相当額         円 

☑チェック
項目追加

契約締結後、７日以内に提出
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様式第29号 

   年   月   日 

 

（ 発 注 者 名 ） 様 

 

受注者 住 所 

氏 名 

ＴＥＬ 

 

現場代理人及主任技術者等変更届 

 

このことについて、下記のとおり変更したので届け出ます。 

 

記 

1．工事名 

2．工事場所 

3．契約年月日 

4．変更理由     ※簡潔に記載すること 

5．変更者 

 

 変   更   前 変   更   後 資    格 

現 場 代 理 人 

（ 生年月日 ） 
  （  ） 

 

〔専任の〕主任技術者 

（ 生年月日 ） 
 （  ） 

 

専 門 技 術 者 

（ 生年月日 ） 
 

 

（  ） 

 

監 理 技 術 者 

（ 生年月日 ） 
 （  ） 

 

監理技術者補佐 

（  生年月日  ） 
 （  ） 

 

          ＊変更前の添付書類は不要 

現場代理人等変更届
契約関係書類

記載変更
（追加）

変更理由の追加

変更前の
生年月日 記入省略

変更前の
添付書類不要

様式２９号

契約約款第10条関係
事務処理規程第22条関係
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工事完成通知書 契約約款第３２条第１項関係
共通仕様書1-1-1-20竣工検査関係

契約約款第３２条により受注者は工事が完成したときは発注者に通知し、発注者は通知を受けた日から
１４日以内に完了検査をし、その検査結果を受注者に通知し、工事目的物を引渡しを受けなければなら
ないと規定している。様式の記載内容を一部変更

契約関係書類工事完成時

（注）
朱書き変更

工事完成通知書 

 

 

工 事 完 成 通 知 書 
   
工 事 名 

 

              

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契  約      年   月   日 

契
約
上 

の
工
期 

着工    年   月   日 

工事場所  
市

郡 

 
町

村 

大字  

完成    年   月   日 

請負金額  実施完成    年   月   日 

 

上記工事の完成について通知します 

 

 

   年   月   日 

 

 

受注者              

 

 

            様 
 

 
（注）工事完成写真を添付すること 
 
 

記載変更
（語句の統一）

参考様式-1
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工 事 部 分 完 成 通 知 書 

工 事 名  契  約    年   月   日 

契
約
上 

の
工
期 

着工    年   月   日 
工事場所  

市
郡 

 
町
村 

大字  
完成    年   月   日 

請負金額  部分完成    年   月   日 

 

上記工事の指定部分について完成を通知します。 

 

   年   月   日 

 

受注者          

 

             

            様 

 
（注）指定部分の工事完成写真を添付すること 
 
 
   
 

工事部分完成通知書
契約約款第３９条第１項関係

契約約款第３９条により発注者が設計図書において指定した場合には指定部分の部分引渡しを受けることができることを
規定している。様式の記載内容を一部変更。

施工中 契約関係書類

出来形検査（部分引渡しが生じる場合）

記載変更
（語句の統一）

（注）朱書き変更

参考様式-2

※指定部分のみの写真で可
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計画工程表兼工事履行報告書

様式一部変更（報告日の記入）により、単独化して様式第５２号（工事打合せ簿）による提出を不要とする

工事関係書類工事中

記載変更

（注）朱書き追加

単独化

様式２７号

注３ 進捗状況の添付写真は不要

共通仕様書1-1-1-24

報告日を記入
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道路工事等保安施設記録簿

注書き記載内容を変更 毎日の作業後 ⇒ 工事及び施工区間が日々変わる場合以外は
週初めの現場作業前と週終わりの現場作業後（各週の現場閉所前後）

工事関係書類工事中

毎日の作業後は
保安施設を確認すること。

週初めの現場作業前と
週終わりの現場作業後には保安施設を確認すること
（工事及び規制区間が日々変わる場合
には毎日の作業後）

（注）朱書き変更

記載変更
（注書き）

様式６５号
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再資源化等報告書

建設副産物情報交換システム（COBRIS）へ必要事項を入力
することにより報告書の提出を廃止（様式削除）

工事関係書類工事中

様式削除

建設リサイクル法に関する
特記仕様書

再 資 源 化 等 報 告 書 

 

令和  年  月  日 

（発注者） 

             様 

 

受注者 住    所  

 商号又は名称  

 代表者氏名     

 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとお

り特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 

記 

 

１ 工事の名称  

 

２ 工事の場所  

 

３ 再資源化等が完了した年月日 令和  年  月  日 

 

４ 再資源化等をした施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所  在  地 

   

   

   

   

   

  （書き切れない場合は行を増やすか別紙に記載すること） 

 

５ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用            円 

廃止
（書類削減）
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再生資源利用（促進）実施書

13

建設副産物情報交換システム（COBRIS）へ必要事項を入力・確認する
ことにより提出省略が可能です

COBRIS
入力・確認
により
提出省略可

建設リサイクル法関係
共通仕様書1-1-1-18

工事関係書類工事完了時

様式５４・５５号

13

※受発注者相互で確認すること



工事に係る提出書類チェックリスト（抜粋）【受注者用】

改定前（抜粋 一部加工）

改定後 (抜粋 一部加工)

14
※この部分は監督職員のチェックリストも同様です

対象工事 提出時期 備　考 根拠法令、文書等

□工事完成通知書 □
竣工写真
(起終点、代表部等1,2
枚程度)

全ての工事 完成後速やかに [押印省略]
共通仕様書1-1-1-20
契約約款第32条
ＨＰ契約関係参考様式－1

□工事部分完成通知書 □
部分竣工写真
（1,2枚程度）

発注者が工事の完成に先
立って引渡しを受けるべき
ことを指定した部分

完成後速やかに [押印省略]
契約約款第39条
ＨＰ契約関係参考様式－2

□引渡書 全ての工事 竣工検査後速やかに
契約約款第32条
ＨＰ契約関係様式第35号の2

書類名 添付書類

対象工事 提出時期 備　考 根拠法令、文書等

□工事完成通知書 全ての工事 完成後速やかに [押印省略]
共通仕様書1-1-1-20
契約約款第32条
ＨＰ契約関係参考様式－1

□工事部分完成通知書
発注者が工事の完成に先
立って引渡しを受けるべき
ことを指定した部分

完成後速やかに [押印省略]
契約約款第39条
ＨＰ契約関係参考様式－2

□引渡書 全ての工事 竣工検査後速やかに
契約約款第32条
ＨＰ契約関係様式第35号の2

書類名 添付書類

工事完成写真
１枚でも可

工事・契約関係書類

指定部分の工事完成写真
１枚でも可

□

□
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工事検査写真は検査状況の写真(検査員が現場臨場している全景写真）が１枚あれば可。
書類検査状況や測定項目毎の出来形確認状況写真を添付（提出）している例がほとんどでしたが、
１枚で可です。（工区が複数ある場合は、事前に受発注者間で確認してください。）
検査時に測定した構造物等の出来形寸法等は原則、検査員が自ら記録・整理することとしています。

工事検査時の写真と検査結果【再掲（第１版を一部修正）】

検査員が臨場している
検査状況の写真を
受注者側で撮影・提供
※提供方法は任意

発注者から受注者に検査結果一覧表・検査写真帳の作成・提出を要求することはありません。 15

工事書類工事完成時

注）工区が複数ある場合は要確認

削減・簡素化

【従来】
書類検査、接写などを
受注者が何枚も撮影し、
写真帳などにして検査
結果と一緒に提出

※受注者自ら「工事検査結果まとめ」と同等な書類を作成した
場合、発注者への提供は可とします。
なお、検査箇所によっては測定＊や記録の補助を臨場された
受注者の方や監督職員にお願いする場合があります。
＊測定用器具の借用を含む



「工事検査結果まとめ」について（補足）
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◆従来のまとめ方（例）

・受注者側で作成・提出

〇検査結果一覧表
〇工事検査写真帳
（複数枚）

◇新しいまとめ方（例）

・発注者側で整理・作成

〇工事検査（測定）結果
（原則、検査員が記録・整理したもの）
＋工事検査写真
→基本１枚あれば可（検査員が臨場しているもの）

※検査写真の画像提供方法
（データor紙）は任意

・受注者が「工事検査結果まとめ」と同等な書類を作成した場合、発注者への提出は可とします。
なお、「工事検査結果まとめ」自体は工事成績評定との直接的な関係はありません。

・工事検査の際、写真関係のほか工事検査用資料（測定用の図面、管理図等）や測定器具について
受注者側にご協力いただく場合もあります。

工事完成時 工事書類

工事検査状況の写真関係（撮影・画像提供）
については、検査を円滑に進めるために
受注者側での対応を依頼（口頭による）

簡素化

16



「工事検査結果まとめ」について（事例紹介）

 工事検査結果

発注者側で作成（特に様式は定めない）

※原則、検査員が記録・整理

 工事検査写真（基本１枚で可）

写真関係（撮影・画像提供）は受注者側で対応

※検査員の臨場がわかるもの
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注）工区が複数ある場合は要確認

（作成例 ①検査項目等 ➁測定記録）

（一例）

測定値

①

➁

検査員

工事完成時 工事書類

検査調書に、原則として検査員が記録・整理した工事検査結果と工事検査写真（最低１枚）を添付 17



受注者の皆様へ
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提出不要の書類等を添付しても工事成績評定に反映されません。（工事成績評定には無関係です）
また、工事関係書類の見栄えやまとめ方が工事成績評定に関係することもありません。
各々で合理的・効率的な書類等の作成に努めてください。
（令和７年３月末までは移行期間として、旧様式による提出も可としています。）

書類削減・簡素化等については今後も検討しますが、不具合等が生じた際には元に戻す
(改めて書類作成・提出を求める）可能性があります。その点はあらかじめご了承ください。

発注者側で作成する書類についても、負担軽減に配慮し書類削減・簡素化等を検討します。

本資料に関する問い合わせ先（代表窓口） 島根県土木部技術管理課
工事品質管理スタッフ
（0852）22-5651


